
◆帳票作成とは

【加入者台帳】【加入者明細表】【受給権者台帳】

【受給権者明細表】の作成指示や

【公的年金等の源泉徴収票】の再発行請求の

指示をすることができます。

この章では、その手続き方法について説明します。

９―１．　帳票作成を行う

９―２．　公的年金等の源泉徴収票の再発行請求を行う

9 帳票作成について



第９章　帳票作成について

９-１ 帳票作成とは、【加入者台帳】【加入者明細表】【受給権者台帳】【受給権者明細表】の作成を

指示することを指します。

各帳票の作成手続きを行った後、「帳票取出一覧」より取出可能となります。

■　帳票作成を行う際の留意点

作成される帳票は作成を指示した日時点の登録情報が記載されます。

加入者（受給権者）の登録情報の変更中に帳票作成を行った場合は、最新の情報が反映されない

場合があります。

　１．帳票作成を行う第９章

　
帳
票
作
成
を
行
う

　（１）　帳票作成　手続きの流れ

　（２）　帳票作成　手続きのポイント

帳票 帳票説明 参照

Ｐ．　３

Ｐ．　９

Ｐ．１５

Ｐ．２１

加入者台帳

加入者明細表

受給権者台帳

受給権者明細表

加入者の情報を記載した台帳

加入者の情報を記載した一覧表

受給権者の基本情報・裁定情報・支払情報を記載した台帳

受給権者の基本情報・裁定情報・支払情報などを記載した一覧表

留意点① 帳票の記載内容について

事業主 ＣＰＢＳ

帳票を作成する

帳票作成の指示を行う

帳票を確認する
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第９章　帳票作成について

９-１

帳票作成の手続きでは、帳票の作成単位（「事業主単位」「加入者（受給権者）単位」）と作成する

帳票種類に応じて帳票取出可能日が異なります。

詳細は以下のとおりです。

※ １８時までに手続きを行えば、一定時間（約１０分）経過後に帳票が取出可能となります。

（ただし、手続きが集中した場合は、作成に時間を要する場合があります）

帳票作成においては、作成を指示する帳票ごとに１日における手続き回数制限を設けています。

回数制限には、「担当者一人ひとりにおける回数制限」および「事業主全体の総回数制限」の２種類が

あります。

どちらか一方の回数制限に達した場合は、もう一方の回数制限にかかわらず手続きを行うことは

できません。

担当者一人ひとりにおける回数制限 → ３回

事業主全体の総回数制限 → ３回

※ 加入者数が約３０００名以上、または受給権者数が約１５００名以上の制度では

担当者単位は「２回」です。

※ 「加入者（受給権者）単位」の作成は回数制限の対象外です。

回数制限を超過した場合は、「処理結果のお知らせ」にメッセージが表示されます。

追加の手続きが必要な場合は、翌営業日以降に手続きしてください。

【加入者明細表】は任意の作成基準年月日（過去日付または将来日付）を設定することができます。

ただし、【加入者台帳】は任意の作成基準年月日の設定はできません（作成指示日にて作成します）。

また、【受給権者明細表】は任意の対象判定年月日（過去日付）を設定することができます。ただし、

【受給権者台帳】は任意の対象判定年月日の設定はできません（作成指示日にて作成します）。

※ 作成基準年月日または対象判定年月日を入力した場合、記載される対象者は入力した年月日により

判定されますが、記載される情報は、作成指示日時点の情報です。

帳票はＣＰＢＳで作成され、後日郵送されます。

　
帳
票
作
成
を
行
う帳票 作成単位 帳票取出 備考

加入者台帳
翌営業日以降

当日　※

加入者明細表

受給権者台帳

受給権者明細表

事業主

加入者

事業主

事業主

受給権者

事業主

当日　※
翌営業日以降となる場合あり

翌営業日以降

当日　※

当日　※
翌営業日以降となる場合あり

当日の夜間に一括で作成

一定時間（約１０分）経過後に作成

一定時間（約１０分）経過後に作成

当日の夜間に一括で作成

一定時間（約１０分）経過後に作成

一定時間（約１０分）経過後に作成

留意点② 帳票取出について

留意点③ １日の手続き回数制限について

留意点④ 作成基準年月日および対象判定年月日の設定について

留意点⑤ 「作成形式」にて＜紙＞を選択した場合について
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第９章　帳票作成について

■　加入者台帳作成の指示を行う
９-１

【加入者台帳】の作成にあたり、「作成条件」の設定を行います。

作成指示を行った後、【加入者台帳作成　受付リスト】が表示されますので、内容をご確認ください。

① トップページより、『帳票作成』を選択し、『加入者台帳作成』を押します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
台
帳

）

　（３）　加入者台帳作成　手続きの手順

事業主

①

①
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第９章　帳票作成について

② 「加入者台帳作成」画面にて、「事業主単位で作成する」「加入者単位で作成する」のいずれかの

「作成条件」を選択します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。 ９-１

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

◎：必ず入力（確認）いただく項目　（該当作成単位を選択した場合）

※ 加入者数が約３０００名以上の制度は、＜ＣＳＶデータ＞＜紙＞のみ選択可能です。

③ 『実行』ボタンを押します。

➠ 作成の指示が行われます。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
台
帳

）

◎

◎

◎

◎

出力順

作成形式　※

加入者単位で作成する

加入者番号

作成形式

項目 必須 項目説明

事業主単位で作成する

＜事業主＞

加入者台帳の出力順を選択

加入者台帳の作成形式を選択

該当加入者の加入者番号を入力

加入者台帳の作成形式を選択

処理結果 〇 エラーがある場合のみ、エラーコードと、解説ボタンを表示

項目
説明

加入者番号が不明の場合は、

を押し、氏名検索機能をご使用ください。

加入者単位で作成する場合は、１度に

１０名までまとめて請求できます。

加入者単位で作成する場合は、入力内容を

初期状態（ブランク）に戻します。

②

③
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第９章　帳票作成について

④ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

【加入者台帳作成　受付リスト】が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたＰＤＦファイルは一度閉じると再表示することはできません。

９-１

⑤ 『終了』ボタンを押します。

➠ 【加入者台帳】作成の指示を終了します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
台
帳

）

エラーが発生している場合の確認について

エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。
併せて、【加入者台帳作成　受付リスト】にもエラーの内容が表示されます。

また、指示した内容での帳票作成時にエラーが発生した場合は、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が
作成されます。
「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

④

⑤
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第９章　帳票作成について

■　加入者台帳を確認する

選択した作成形式にて帳票が作成されますので、内容を確認します。

９-１

＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合は、「帳票取出一覧」より【加入者台帳】を

取出します。

「加入者単位」にて作成した場合は、一定時間（約１０分）経過後に「帳票取出一覧」へ掲載されます。

「事業主単位」にて作成した場合は、翌営業日にトップページの「お手続きのお知らせ」へ掲載された

帳票掲載連絡を確認のうえ、「帳票取出一覧」より取出します。

① トップページの『帳票取出一覧』を選択します。

② 「帳票取出一覧」画面より、【加入者台帳】を取出し、内容を確認します。

※ エラーが発生している場合は【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が作成されますので、併せて

エラーの内容をご確認ください。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
台
帳

）

⇒ 「第４章 ３．帳票取出一覧について」 参照

事業主

◆ ＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合

①
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第９章　帳票作成について

＜紙＞を選択した場合は、【加入者台帳】が後日ＣＰＢＳより郵送されます。

９-１ エラーが発生した場合は、翌営業日にトップページの「お手続きのお知らせ」へ帳票掲載連絡が掲載

されます。「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、「帳票を掲載しました。」を選択します。

② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、『帳票取出一覧へ』を選択します。

③ 「帳票取出一覧」画面より、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容を確認します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
台
帳

）

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

◆ ＜紙＞を選択した場合

①

②

①
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第９章　帳票作成について

■　参考資料

【加入者台帳】作成時に確認する帳票は以下のとおりです。

◇ 帳票作成時に表示される帳票 ９-１

◇ 【加入者台帳作成　受付リスト】　帳票見本

◇ 表示項目一覧

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
台
帳

）

帳票 帳票説明

加入者台帳作成　受付リスト 加入者台帳作成時に指示した内容および表示された処理結果（ＥＣＷ）コードを記載した帳票

項目 項目説明

処理結果（ＥＣＷ）コードを表示

処理結果（ＥＣＷ）コードに関するメッセージを表示

作成年月日

証券番号（団体番号）

事業主番号

作成単位

出力順

作成形式

（処理結果）

コード

メッセージ

加入者台帳作成の指示を行った年月日を表示

作成を行う証券番号（団体番号）を表示

処理結果（ＥＣＷ）コードを表示

処理結果（ＥＣＷ）コードに関するメッセージを表示

（処理結果）

事業主番号

加入者番号

コード

メッセージ

「加入者単位」にて作成した場合

事業主番号を表示

加入者番号を表示

作成を行う事業主番号を表示

加入者台帳の作成単位を表示

加入者台帳の出力順を表示

加入者台帳の作成形式を表示

「事業主単位」にて作成した場合

作成単位にて「事業主単位」を選択した場合に

処理結果（ＥＣＷ）コードおよびメッセージを表示

作成単位にて「加入者単位」を選択した場合に

処理結果（ＥＣＷ）コードおよびメッセージを表示
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第９章　帳票作成について

■　加入者明細表作成の指示を行う
９-１

【加入者明細表】の作成にあたり、「作成条件」の設定を行います。

作成指示を行った後、【加入者明細表作成　受付リスト】が表示されますので、内容をご確認ください。

① トップページより、『帳票作成』を選択し、『加入者明細表作成』を押します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
明
細
表

）

　（４）　加入者明細表作成　手続きの手順

事業主

①

①
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第９章　帳票作成について

② 「加入者明細表作成」画面にて、「作成条件」を選択します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。 ９-１

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

※ 加入者数が約３０００名以上の制度は、＜ＣＳＶデータ＞＜紙＞のみ選択可能です。

③ 『実行』ボタンを押します。

➠ 作成の指示が行われます。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
明
細
表

）

（事業主単位で作成する）

作成基準年月日

＜事業主＞

項目 必須 項目説明

○

◎

◎

作成を行う基準となる年月日を入力
（ブランクの場合は、作成指示日にて作成）

加入者明細表の出力順を選択

加入者明細表の作成形式を選択

出力順

作成形式　※

項目
説明

②

③
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第９章　帳票作成について

④ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

【加入者明細表作成　受付リスト】が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたＰＤＦファイルは一度閉じると再表示することはできません。

９-１

⑤ 『終了』ボタンを押します。

➠ 【加入者明細表】作成の指示を終了します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
明
細
表

）

エラーが発生している場合の確認について

エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。
併せて、【加入者明細表作成　受付リスト】にもエラーの内容が表示されます。

また、指示した内容での帳票作成時にエラーが発生した場合は、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が
作成されます。
「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

④

⑤
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第９章　帳票作成について

■　加入者明細表を確認する

選択した作成形式にて帳票が作成されますので、内容を確認します。

９-１

＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合は、一定時間（約１０分）経過後、

【加入者明細表】が作成されますので、「帳票取出一覧」より取出します。

※ 加入者数が多い場合は、翌営業日の帳票取出となる場合があります。

① トップページの『帳票取出一覧』を選択します。

② 「帳票取出一覧」画面より、【加入者明細表】を取出し、内容を確認します。

※ エラーが発生している場合は【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が作成されますので、併せて

エラーの内容をご確認ください。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
明
細
表

）

⇒ 「第４章 ３．帳票取出一覧について」 参照

事業主

◆ ＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合

①
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＜紙＞を選択した場合は、【加入者明細表】が後日ＣＰＢＳより郵送されます。

９-１ エラーが発生した場合は、翌営業日にトップページの「お手続きのお知らせ」へ帳票掲載連絡が掲載

されます。「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、「帳票を掲載しました。」を選択します。

② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、『帳票取出一覧へ』を選択します。

③ 「帳票取出一覧」画面より、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容を確認します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
明
細
表

）

◆ ＜紙＞を選択した場合

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

①

②
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■　参考資料

【加入者明細表】作成時に確認する帳票は以下のとおりです。

◇ 帳票作成時に表示される帳票 ９-１

◇ 【加入者明細表作成　受付リスト】　帳票見本

◇ 表示項目一覧

出力順

作成形式

コード

メッセージ

加入者明細表作成の指示を行った年月日を表示

作成を行う証券番号（団体番号）を表示

作成を行う事業主番号を表示

加入者明細表の作成単位を表示

作成を行う基準となる年月日を表示

加入者明細表の出力順を表示

加入者明細表の作成形式を表示

処理結果（ＥＣＷ）コードを表示

処理結果（ＥＣＷ）コードに関するメッセージを表示

作成年月日

証券番号（団体番号）

事業主番号

作成単位

作成基準年月日

帳票説明

加入者明細表作成　受付リスト
加入者明細表作成時に指示した内容および表示された処理結果（ＥＣＷ）コードを
記載した帳票

項目 項目説明

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
加
入
者
明
細
表

）

帳票
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■　受給権者台帳作成の指示を行う
９-１

【受給権者台帳】の作成にあたり、「作成条件」の設定を行います。

作成指示を行った後、【受給権者台帳作成　受付リスト】が表示されますので、内容をご確認ください。

① トップページより、『帳票作成』を選択し、『受給権者台帳作成』を押します。

　（５）　受給権者台帳作成　手続きの手順

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
台
帳

）

事業主
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② 「受給権者台帳作成」画面にて、「事業主単位で作成する」「受給権者単位で作成する」のいずれかの

「作成条件」を選択します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。 ９-１

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

◎：必ず入力（確認）いただく項目　（該当作成単位を選択した場合）

※ 受給権者数が約１５００名以上の制度は、＜ＣＳＶデータ＞＜紙＞のみ選択可能です。

③ 『実行』ボタンを押します。

➠ 作成の指示が行われます。

受給権者番号

作成形式

出力する対象者（年金受給権者または繰下げ者）を選択

受給権者台帳の出力順を選択

受給権者台帳の作成形式を選択

該当受給権者の受給権者番号を入力

受給権者台帳の作成形式を選択

作成形式　※

受給権者単位で作成する

処理結果 〇 エラーがある場合のみ、エラーコードと、解説ボタンを表示

項目 必須 項目説明

事業主単位で作成する

＜事業主＞

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
台
帳

）

◎

◎

◎

◎

◎

出力対象

出力順

項目
説明

受給権者単位で作成する場合は、１度に

１０名までまとめて請求できます。

受給権者単位で作成する場合は、入力内容を

初期状態（ブランク）に戻します。

受給権者番号が不明の場合は、

を押し、氏名検索機能をご使用ください。

②

③
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④ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

【受給権者台帳作成　受付リスト】が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたＰＤＦファイルは一度閉じると再表示することはできません。

９-１

⑤ 『終了』ボタンを押します。

➠ 【受給権者台帳】作成の指示を終了します。

エラーが発生している場合の確認について

エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。
併せて、【受給権者台帳作成　受付リスト】にもエラーの内容が表示されます。

また、指示した内容での帳票作成時にエラーが発生した場合は、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が
作成されます。
「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
台
帳

）

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

④

⑤
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■　受給権者台帳を確認する

選択した作成形式にて帳票が作成されますので、内容を確認します。

９-１

＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合は、「帳票取出一覧」より【受給権者台帳】を

取出します。

「受給権者単位」にて作成した場合は、一定時間（約１０分）経過後に「帳票取出一覧」へ掲載されます。

「事業主単位」にて作成した場合は、翌営業日にトップページの「お手続きのお知らせ」へ掲載された

帳票掲載連絡を確認のうえ、「帳票取出一覧」より取出します。

① トップページの『帳票取出一覧』を選択します。

② 「帳票取出一覧」画面より、【受給権者台帳】を取出し、内容を確認します。

※ エラーが発生している場合は【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が作成されますので、併せて

エラーの内容をご確認ください。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
台
帳

）

⇒ 「第４章 ３．帳票取出一覧について」 参照

事業主

◆ ＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合

①
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＜紙＞を選択した場合は、【受給権者台帳】が後日ＣＰＢＳより郵送されます。

９-１ エラーが発生した場合は、翌営業日にトップページの「お手続きのお知らせ」へ帳票掲載連絡が掲載

されます。「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、「帳票を掲載しました。」を選択します。

② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、『帳票取出一覧へ』を選択します。

③ 「帳票取出一覧」画面より、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容を確認します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
台
帳

）

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

◆ ＜紙＞を選択した場合

②

①
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■　参考資料

【受給権者台帳】作成時に確認する帳票は以下のとおりです。

◇ 帳票作成時に表示される帳票 ９-１

◇ 【受給権者台帳作成　受付リスト】　帳票見本

◇ 表示項目一覧

処理結果（ＥＣＷ）コードに関するメッセージを表示

（処理結果）

事業主番号

受給権者番号

コード

メッセージ

「受給権者単位」にて作成した場合

事業主番号を表示

受給権者番号を表示

処理結果（ＥＣＷ）コードを表示

受給権者台帳の出力順を表示

出力する対象者（年金受給権者または繰下げ者）を表示

受給権者台帳の作成形式を表示

「事業主単位」にて作成した場合

処理結果（ＥＣＷ）コードを表示

処理結果（ＥＣＷ）コードに関するメッセージを表示

出力対象

出力順

作成形式

（処理結果）

コード

メッセージ

作成年月日 受給権者台帳作成の指示を行った年月日を表示

作成を行う証券番号（団体番号）を表示

作成を行う事業主番号を表示

受給権者台帳の作成単位を表示

証券番号（団体番号）

事業主番号

作成単位

帳票 帳票説明

受給権者台帳作成　受付リスト

項目 項目説明

受給権者台帳作成時に指示した内容および表示された処理結果（ＥＣＷ）コードを記
載した帳票

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
台
帳

）

作成単位にて「事業主単位」を選択した場合に

処理結果（ＥＣＷ）コードおよびメッセージを表示

作成単位にて「受給権者単位」を選択した場合に

処理結果（ＥＣＷ）コードおよびメッセージを表示
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■　受給権者明細表作成の指示を行う
９-１

【受給権者明細表】の作成にあたり、「作成条件」の設定を行います。

作成指示を行った後、【受給権者明細表作成　受付リスト】が表示されますので、内容をご確認ください。

① トップページより、『帳票作成』を選択し、『受給権者明細表作成』を押します。

　（６）　受給権者明細表作成　手続きの手順

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
明
細
表

）

事業主

①

①
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② 「受給権者明細表作成」画面にて、「作成条件」を選択します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。 ９-１

◎：必ず入力（確認）いただく項目　　○：必要に応じて入力（確認）いただく項目

※１いずれかの項目を入力してください（ブランクの場合は、作成指示日にて作成）。

※２受給権者数が約１５００名以上の制度は、＜ＣＳＶデータ＞＜紙＞のみ選択可能です。

③ 『実行』ボタンを押します。

➠ 作成の指示が行われます。

脱一移換者を対象とする場合に＜対象者追加あり＞を選択

権利義務移転者を対象とする場合に＜対象者追加あり＞を選択

受給権者明細表の出力順を選択

受給権者明細表の作成形式を選択

支給実績印字

対象期間　※１

対象給付内容

項目 必須 項目説明

（事業主単位で作成する）

＜事業主＞

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
明
細
表

）

○

○

○

○

○

◎

◎

対象判定年月日　※１

対象者追加指定

脱一移換者

権利義務移転者

出力順

作成形式　※２

資格喪失年月日にて対象の受給権者を限定する場合に入力

支給実績報告書として作成する場合に抽出期間を入力

支給実績報告書として作成する場合に給付内容を選択

項目
説明

②

③
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④ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

【受給権者明細表作成　受付リスト】が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたＰＤＦファイルは一度閉じると再表示することはできません。

９-１

⑤ 『終了』ボタンを押します。

➠ 【受給権者明細表】作成の指示を終了します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
明
細
表

）

エラーが発生している場合の確認について

エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。
併せて、【受給権者明細表作成　受付リスト】にもエラーの内容が表示されます。

また、指示した内容での帳票作成時にエラーが発生した場合は、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が
作成されます。
「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

④

⑤
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■　受給権者明細表を確認する

選択した作成形式にて帳票が作成されますので、内容を確認します。

９-１

＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合は、一定時間（約１０分）経過後、

【受給権者明細表】が作成されますので、「帳票取出一覧」より取出します。

※ 受給権者数が多い場合は、翌営業日の帳票取出となる場合があります。

① トップページの『帳票取出一覧』を選択します。

② 「帳票取出一覧」画面より、【受給権者明細表】を取出し、内容を確認します。

※ エラーが発生している場合は【処理結果（ＥＣＷ）リスト】が作成されますので、併せて

エラーの内容をご確認ください。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
明
細
表

）

⇒ 「第４章 ３．帳票取出一覧について」 参照

◆ ＜ＰＤＦ・ＣＳＶデータ＞＜ＣＳＶデータ＞を選択した場合

事業主

①
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＜紙＞を選択した場合は、【受給権者明細表】が後日ＣＰＢＳより郵送されます。

９-１ エラーが発生した場合は、翌営業日にトップページの「お手続きのお知らせ」へ帳票掲載連絡が掲載

されます。「帳票取出一覧」より【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容をご確認ください。

① トップページの「お手続きのお知らせ」より、「帳票を掲載しました。」を選択します。

② 「掲示板【詳細】」画面にて、内容を確認のうえ、『帳票取出一覧へ』を選択します。

③ 「帳票取出一覧」画面より、【処理結果（ＥＣＷ）リスト】を取出し、エラーの内容を確認します。

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
明
細
表

）

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

◆ ＜紙＞を選択した場合

②
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■　参考資料

【受給権者明細表】作成時に確認する帳票は以下のとおりです。

◇ 帳票作成時に表示される帳票 ９-１

◇ 【受給権者明細表作成　受付リスト】　帳票見本

◇ 表示項目一覧

作成形式

コード

メッセージ

脱一移換者を対象とする場合に＜対象者追加あり＞と表示

権利義務移転者を対象とする場合に＜対象者追加あり＞と表示

受給権者明細表の出力順を表示

受給権者明細表の作成形式を表示

処理結果（ＥＣＷ）コードを表示

処理結果（ＥＣＷ）コードに関するメッセージを表示

支給実績報告書として作成する場合に抽出範囲を表示

支給実績報告書として作成する場合に給付内容を表示

出力順

権利義務移転者

脱一移換者

支給実績印字

対象期間

対象給付内容

対象者追加指定

受給権者明細表作成の指示を行った年月日を表示

作成を行う証券番号（団体番号）を表示

作成を行う事業主番号を表示

受給権者明細表の作成単位を表示

資格喪失年月日にて対象の受給権者を限定する場合に表示

作成年月日

証券番号（団体番号）

事業主番号

作成単位

対象判定年月日

帳票 帳票説明

受給権者明細表作成　受付リスト
受給権者明細表作成時に指示した内容および表示された処理結果（ＥＣＷ）コードを
記載した帳票

項目 項目説明

　
帳
票
作
成
を
行
う

（
受
給
権
者
明
細
表

）
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９-２ ここでは【公的年金等の源泉徴収票】の再発行請求においての操作方法を説明します。

再発行請求を行うと、受給権者宛に公的年金等の源泉徴収票が郵送されます。

■　手続きのポイント

　再発行請求日から原則２～３営業日後に、受給権者宛に普通郵便で送付します。

　・ 公的年金等の源泉徴収票再発行請求の作成単位は「受給権者」単位です。

　・ この請求により発行される源泉徴収票は再発行と印字されます。

　・ 同日に同一受給権者に対して同一課税年度で２回以上請求することはできません。

　・ 課税年度が６年以上（還付申告の期限５年）を遡る源泉徴収票は再発行できません。

　・ 再発行請求を取消したい場合、当日請求分に限りお手続きが可能です。

帳票作成の『公的年金等の源泉徴収票再発行請求取消』ボタンより取消ししてください。

（再発行請求の取消方法については、Ｐ．５をご参照ください。）

　（２）　公的年金等の源泉徴収票再発行請求　手続きのポイント

　２．公的年金等の源泉徴収票の再発行請求を行う第９章

　
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
の
再
発
行
を
行
う

　（１）　公的年金等の源泉徴収票再発行請求　手続きの流れ

帳票 帳票説明

公的年金等の源泉徴収票
各年度の公的年金等の年金合計額、源泉徴収された所得税額および
復興特別所得税額の合計額の情報を記載した帳票

送付スケジュールについて

留意点

受給権者 事業主 ＣＰＢＳ

公的年金等の源泉徴収票

の再発行を依頼する

公的年金等の源泉徴収票

を受取る

公的年金等の源泉徴収票

の再発行請求を行う

公的年金等の源泉徴収票

を作成・郵送する
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９-２

■　公的年金等の源泉徴収票の再発行請求を行う

再発行請求を行うと、公的年金等の源泉徴収票が受給権者宛に郵送されます。

作成指示を行った後、【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求 受付リスト】が表示されますので

内容をご確認ください。

① トップページより、『帳票作成』を選択し、『公的年金等の源泉徴収票 再発行請求』を押します。

　
公
的
年
金
等
の
源
泉
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　（３）公的年金等の源泉徴収票再発行請求　手続きの手順

事業主

①

①
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第９章　帳票作成について

② 「公的年金等の源泉徴収票 再発行請求」画面にて、必要項目を入力します。

「留意事項」が黄色のリンクで表示されている場合は、必ず確認のうえ、入力してください。

９-２ 入力要領に関しては、「画面ガイド」を併せてご参照ください。

◎：必ず入力（確認）いただく項目　

③ 『実行』ボタンを押します。

➠ 再発行請求の指示が行われます。

※ この請求により発行される源泉徴収票は再発行と印字されます。

※ 普通郵便での発送になります。

※ 課税年度が６年以上（還付申告の期限５年）を遡る源泉徴収票は再発行できません。

※ 再発行請求から原則２～３営業日後、受給権者宛に送付します。

※ 同日に同一受給権者に対して同一課税年度で２回以上請求することはできません。

※ 再発行請求を取消したい場合、当日請求分に限りお手続きが可能です。

帳票作成の『公的年金等の源泉徴収票再発行請求取消』ボタンより取消ししてください。

（再発行請求の取消方法については、Ｐ．５をご参照ください。）
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項目 必須 項目説明

◎

◎

◎ 作成する課税年度を入力

-

生年月日

＜事業主＞

課税年度

送付先

対象者の受給権者（加入者）番号を入力

対象者の生年月日を入力

受給権者番号（加入者番号）

本人

項目
説明

②

③
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第９章　帳票作成について

④ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求 受付リスト】（ＰＤＦ）が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたＰＤＦファイルは一度閉じると再表示することはできません。

９-２

⑤ 『終了』ボタンを押します。

➠ 【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求】を終了します。

◇ 再発行請求時に表示される帳票

帳票

エラーが発生している場合は、「処理結果のお知らせ」を確認、または『解説』ボタンを押し、
「処理結果（ＥＣＷ）コード解説」にて内容をご確認ください。
併せて、【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求 受付リスト】にもエラーの内容が表示されます。

帳票説明

公的年金等の源泉徴収票
再発行請求 受付リスト

源泉徴収票再発行請求時に指示した内容および表示された
処理結果（ＥＣＷ）コードを記載した帳票
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エラーが発生している場合の確認について

⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

④

⑤

処理結果（ＥＣＷ）コードおよび

メッセージを表示

 9 - 2 - 4



第９章　帳票作成について

■　公的年金等の源泉徴収票の再発行請求の取消を行う

【公的年金等の源泉徴収票】の再発行請求の取消を行います。

取消指示を行った後、【公的年金等の源泉徴収票再発行請求　取消リスト】が表示されますので

９-２ 内容をご確認ください。

① トップページより、『帳票作成』を選択し、『公的年金等の源泉徴収票 再発行請求取消』を押します。
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事業主

①

①
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第９章　帳票作成について

② 取消画面に当日請求しているものが一覧で表示されます。

取消したい再発行請求分の『選択』欄を選択し、『取消』ボタンを押すことで『取消状況』に『済』が表示され

再発行請求が取消されます。

※ 前日以前の再発行請求分は、取消すことができません。

９-２

③ 「処理結果のお知らせ」を確認します。

【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求 取消リスト】（ＰＤＦ）が表示されますので、内容を確認します。

※ 表示されたＰＤＦファイルは一度閉じると再表示することはできません。

④ 『終了』ボタンを押します。

➠ 【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求取消】を終了します。

◇ 再発行請求取消時に表示される帳票

公的年金等の源泉徴収票
再発行請求 取消リスト

源泉徴収票再発行取消時に指示した内容および表示された
処理結果（ＥＣＷ）コードを記載した帳票

帳票 帳票説明
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②

③

④ ②
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■　請求結果を確認する

再発行請求を行った翌営業日の８：００に「処理結果リスト」が「帳票取出一覧」に掲載されますので

内容をご確認ください。

９-２

① トップページの『帳票取出一覧』を選択します。

② 「帳票取出一覧」画面より【公的年金等の源泉徴収票 再発行請求 処理結果リスト】を取出し、内容を確認

します。

※ エラーが発生している場合はエラーの内容をご確認ください。
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⇒ 「第１２章 １．エラーを解決する」 参照

事業主

①
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